
小出特別支援学校川西分校 ｢学校いじめ防止基本方針」 
２０１４年４月１日策定  

 

１ いじめ防止に対する基本的な方針 

  いじめの防止等は、全ての学校・教職員が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り組むべき重要な 

 課題である。 

  いじめをなくすためには、まず、日頃から個に応じた分かりやすい授業を行うとともに、深い生徒理解に立 

 ち、生徒指導の充実を図り、生徒が楽しく学びつつ、生き生きとした学校生活を送れるようにしていく。 

【定義】（文部科学省 平成１８年度間の調査より） 

  本調査において個々の行為が｢いじめ｣に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなくいじ 

 められた児童生徒の立場に立って行うものとする。 

  「いじめ」とは、｢当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたこ 

 とにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

２ いじめに対する本校の基本認識 

  本校では、全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものである」という基本認識に立 

 ち、全校の生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、｢学校いじめ防止基本 

 方針」をここに策定する。 

 

３ いじめ問題に取り組むための「校内組織」の設置及び定例会の開催 

  運営委員、生徒指導主事、道徳・人権・同和教育主任、特別活動主任からなる「いじめ防止対策委員会」を設 

 置する。 

  「いじめ防止対策委員会」は、いじめの早期発見、早期解決のためだけに会を開くのではなく、各学期末に 

 定例会を開催し、現状把握や取組の評価を行う。 

 

４ いじめの未然防止のための取組 

 ○安心・安全な学校生活（心身の安定） 

   学級や学年、学校が生徒の安定した居場所となるように、安心感をもって生活したり、授業に参加したり 

  できるように環境を整えたり、授業内容を設定したりする。 

 ○授業や行事への主体的参加（主体性の育成） 

   互いに認め合う人間関係づくりができるように、全ての生徒が主体的に授業や行事に参加し、活躍できる 

  ような活動内容を組む。 

 ○社会体験や交流体験の機会（社会性の育成） 

   人と関わることの喜びや大切さに気付き、人から認められるといった自己有用感を獲得できるように、学 

  級での活動はもとより社会体験や交流活動の機会を計画的に配置する。 

 

５ いじめの早期発見・早期解決に向けての取組 ※気付いた情報は確実に共有する 

 ○いじめの早期発見 

  ・一人一人の顔を見て声を聞くなど、生徒のささいな変化を見逃さないよう普段の見取りをしっかり行う。 

  ・年に１回、生徒と職員にいじめに関するアンケート調査を行う。 

 ○いじめの早期解決 

  ・いじめ問題を発見したときには、学級担任だけなく「いじめ防止対策委員会」を交えて対応を協議する。 

  ・「いじめの防止等の対策委員会」及び担任は情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、被害生徒のケ 

   ア、加害生徒の指導など、人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行う。 

  ・家庭または関係機関との連携はいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに家庭 

   等での様子などの情報を集め指導に生かす。学校内だけで 問題解決しないよう留意する。 

 

６ 重大事態への対処について 

  ・重大事態が発生した場合は直ちに初期調査を実施し、その結果を県教育委員会に報告する。調査組織は、 

   公平性・中立性を確保するために第三者の参加を図る。 

  ・初期調査に当たっては、因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

  ・県いじめ防止対策委員会に対して積極的に資料を提供し、調査結果を真摯に受け止め再発防止に主体的に 

   取り組む。 



 

７ 年間計画（平成２７年度 いじめ防止教育 年間活動表） 

 いじめ防止 取組方針 教育活動・研修・取組 等 

①いじめの未

然防止に関す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全ての生徒が安心・安全に学校生活を送る

ことができるように環境を整えたり、教育

活動を組んだりする。 

○生徒がストレスを感じない学校づくりを

進める。 

○授業や行事に主体的に参加し、活躍できる

ように学校運営、授業内容に工夫を凝らす 

○他の生徒や大人との関わり合いを通して、

生徒自らが人と関わることの喜びや大切

さに気付くことができるよう、社会体験や

交流体験の機会を計画的に配置する。 

○人の役に立っている、人から認められてい

るといった自己有用感を感じられるよう

に活動内容を設定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新入生歓迎会（４月：特活部） 

・情報モラル教室（年３回：情報教育部、生徒指導部） 

・道徳（人間関係、命の授業、勤労・奉仕、感謝の気持

ち等） 

・ふれあいジョブ（５月、９月：進路指導部） 

・現場実習（６月、11月：進路指導部） 

・体育祭（５月：特設委員会） 

・絆強調月間：川西高との体育祭、メッセージ交換 

（６月：生徒指導部、総務委員会） 

・校外学習（４月～：各学級、各学年） 

・宿泊生活学習（７月：２年生） 

・修学旅行（９月：３年生） 

・特体連スポーツ大会（９月：１年生） 

・マラソン大会（10月：体育部） 

・人権標語づくり（10月：生徒指導部） 

・地域貢献・交流活動 

(10月：道徳・人権・同和教育部) 

・文化祭（11月：特設委員会） 

・人権週間（12月：生徒指導部・総務委員会） 

・絆強調月間：川西高との文化祭、メッセージ交換 

 （11月：生徒指導部、総務委員会） 

・絵本読み聞かせ（環境委員会） 

・卒業式に向けた呼び掛け（２月：総務委員会） 

・卒業を祝う会（３月） 

・安全点検（月１回：安全教育部） 

・生徒理解の会（４月、９月：生徒指導部） 

・生徒指導部会（月１回：生徒指導部） 

・拡大生徒指導部会（適宜：生徒指導部） 

・人権・同和教育職員研修 

(11月：生徒指導部、道徳・人権・同和教育部) 

・研修会等の参加 

・魚沼圏域特別支援学校生徒指導部連絡会 

②いじめの早

期発見に関す

ること 

 

○生徒のささいな変化を見逃さない。 

○気付いた情報を確実に共有する。 

○情報に基づき、速やかに対応する。 

 

 

・学部・学年懇談（４月） 

・個別懇談（年３回） 

・いじめに関するアンケート調査 

 （６月、10月：生徒指導部） 

・教育相談（６月、10月、２月：生徒指導部） 

③いじめの早

期解決に関す

ること 

 

 

 

○「いじめの防止等の対策委員会」がいじめ

として対応すべき事案か否か判断する。 

○いじめと判断されたら、被害生徒のケア、

加害生徒の指導など、問題の解消までこの

「いじめ防止対策委員会」が責任をもつ。 

○生徒の人格の成長に主眼をおき、問題の再

発を防ぐ教育活動を行う。 

・いじめ問題に取り組むための「いじめ防止等の対策委

員会」の設置 

・「いじめの防止等の対策委員会」と担任による情報収

集、事実確認、対応協議、教育活動、見守りの実施 

・家庭または関係機関との連携 

 

 

８ 学校評価の実施 

  学校評価においていじめ問題への取組について職員の自己評価を行い、その結果について学校評価会議で公 

 表し検討する。 


